
栃 木 県 政 務 調 査 費

マ ニ ュ ア ル

平成 20年 3月

栃 木 県 議 会



i 政務滋弓在'/錐の概祭
日 )榊度U')urJl勺

(2) 根拠規定

(こう)鰍 如)概tili

2 会派が行 う調 査研究活動

日 ) 対象 とな る調在研究官.弓勤

(2) E粥査研究の実施方法
~I ;::〔-im･･ti二一.:･t;.LL

イ 会派が行 う.一喝査研究 (例示 )

り 議 を互やゲル-ブが行 う,諜3疫研究 (例示)一一

3 使途基準

(日 政務調査蛋哲執行 にあたっての紛糾

(2)使途姑準の考え方

ア 政務 調合L,Pta)充､l/Jが不適 ､t'lな雑'TIf蟹

イ イ如金港準の考え方

ウ 仕途妓準U)運用指針

(7)交通柴､音符的資､ガソリン代等

(イ)会館等の支出の考え方

桝按分による文itf'Iの考えjj

tl)敏収 丼等U)貼付及び位途等のF-,己載

4 会計処fiH
(1)-珊在研究に要した総'Ji蟹の支出方法

(2)政務iiJEt.3在宅哲の経聯力法
(3)政務.詞食 費U)返還

5 .調査研究活動の報うfJl

6 収支報うli

(日 収支章は言t子.書き等の提出及び挺順,

7 .粥 査
(日 誌 良の詞炎

(2)議会事務iE.壬による確認

(:i)政 務調査室蟹マニュアルの逆用においての疑義等

8 政務調食費 手続きの流れ

《資料編》

問探法令等



1丑籍調査費の捧要

(1)制度の巨的

議Eiが､議左まとしての職 ぎ吏･4'L3柘を果たすためにflう詞査研究に讃するため,必資な

結IFfu) 一郎として交付されるや)UjであるC

《参考か議員の職責 ･職務 こ都道府県議芸制度研究会最終章短告fH19.4.19)より〕

○議員の職責

･公務員として住民全体の奉仕者たるべき責務

･住民の直接選挙によって選出されることから生ずる住民の代表者としての責務

･合議体の構成員とL/て議会の機能を遂行する責務

○議員の職務

･自治体の政策形成にかかわる言問査 ･企画 ･立案を行うこと

･政策形成に必要な情奪短収集､意向調査､住民との意見交換などの活動を行うこと

･政策形成に関する言局査研究の推進に資するため､議案調査､事務調査などの活動を

行うこと

･議会の適正かつ効率的な運営 ･管理を確保するために､会派代表書芸議などの会議

に出席すること

･議会の会議における審議を通じて団体意思 (例えば条例)または機関意思 (例えば

意見書)を確定 (決議)すること

･執行機関としての首長等による団体意思の執行 ･実施が適法 .適正に､かつ公平 ･

効率的 ･民主的になされているかどうかを監視し､必要に応じ是正措置を促L/､ま

たは代案を提示すること

･団体意思の執行 .実施によって､当初の意図どおりの効果 ･成果をあげたかどうか

評価L/､必要な対称を促すこと

･自治体が三億 ･共催する記念式典その他の公式行事に出席すること

(2)繊拠規定

･地方白的法第 日)()条第】3項及びfjS,14墳

･栃木Bl,ミ政務調夜宴蟹u)交付に関する条例

･栃木県政務調査韓の交ィ､jに関する条例施行規程
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(所鮎 義損が i人である手)uT)をfr

使途長準 ≡喜議長が定める使途基 準に従い使用 しなければならな 条例貨～8条

ド 規範ぎ第4条

｢三一i三拠 E壬王溜 i等 の 整増を保管 会派 の 政務 調査費総理責任者は. 会諾い帳簿を湘製し

そ輯)内 訳を明確にするとともに､ i_証拠真二類等を5年

閃保存 しなければならない!

収支車抜;fl--ーまきの授糾等 ≦≡収支紬て1,--=劉 ニ徴収苦そU)他cjjEfE仁抱.責1,-:幣享の''-i:Lを添え 条例第ミ)粂

て議主主に綻lLfHノなければならない】

妻鮎 の舶 議長は､政摘謝食費の適 はIな運用を期するため､収 条例第 10条ら

支紬;一言.さき:等の提川があったときは､必要にT,tこじ調発

を行 う

政務誇称査費の返還 ∃糎 劉 ま､交付した政務調夜祭に残余があるときは､ 条例第 11条

返還を命ずることができる

収支報言十.[各等の保存 議長において､5年間保存しなければならない 条例第 12条

収支細言1:テ書等U)閲覧 次の務は､議長に対し､閲覧請求することができる 喜条例第 l2条
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2会派が行 う調王研究活動

(1)対象となる詞ZE研究活動

会派が計糾したLt浩･J)事携 丈は地方f川オ政に関する測斜が究であ才とは該当する｡

会派の事業計紳iにないi=)a)や議をiU)私的な調在研究は対象とはならない｡

こJ〕ことから､会派として実施する湘森研究子方動を具体的に決定 した よこで､会派J)

謝射抑究拭動を会派にr刑軒㌻る議t,互が分糾 して行J)場糾 こ限り､個々の議を互がノ実施す

る荊夜研究晴軌へ辛)政務詞夜祭を充当することができる､章)Ujとする,I

(2)gI董研究の集結方法

7 讃董研究実篤計画等

･ 各会派は､その年度の湘密研究実施計紳tを作成し､'1'1該か経那こ基づき訪t,j査研究

を行うものとするO

ただし､年度途中において新たに諦ゴ溌研究を必-ill-とする謙遜がf呈こじたときは､

随時､計ii事Wj変更を行うものとするO

･ 議員又は会派内 U)議員で構成するグル-プは､会派が決定した調査研究実施かぎiiij

に農づき湘密研究を分杓.して行うものとする｡

なお､その際会派は､議員やグループが分科する洲&研究活動を明示すること

とし､議員やゲル-プは､会派に対 し調査研究官式敷報告苦を堤.Luすることとするっ

イ 会派が行う調査研究 (例示)

･ 研究機関等への委託によるr渦査研究

･ 会派が巌jfjする職責まによる調査研究

･ 痢拭議Eiを対象とした研修会又は講演会の開催

･ 調査研究に係る各篠会議の開催

･ LX偶 ､賃料等による粥在研究

･ 会派が行う議会活動及び県政に関する政策等び)広報捕動を通 した住民意見の聴取

ウ 議員やグルーブか行う調壬研究 (例示)

･ 会派が作城した実施計鮒 こ基づくF朔餐研究､現地諦伯 等

･他トfJ体が開催する研修会､ 講演会等への参加

*一人び〕議員又は つ のグループが複数0)テーマを相当することは可能である｡



3任違基準

(1)政拝調ZE帝執行にあたっての原則

調 肘が究7iち軌は会派U〕fJi発的な意志に其づき子トうものである/JJHR,､社会通念 卜妥

当な範tj附)もujであることをfllli/t壬とした 卜で､ 調 斜が究にl詮した'狩川vp)尖碧哲に允＼L/1

することを1㍍別とするC

ただ し､諦】奈研究Ujために1'‡衣川軒を使用 した場合 a)交通婆を (燃料代)等につい

ては､実費の肥従が桝嫌であること等か ら､ A定の抜準で立臼Jlすることとする¢

(2)使途毒草の考え方

7 舟蕪調主義の充当が不適当な捷*

け)源党活動徒費

･党大会へU)uJ.j病に安する総額及び党大会賛助金等に堂する,W資

･政J託肪動､Li,i-連Yl行動に望する経Ji蟹

･政党の)去槻紙､パ ンフレット,ビラ等の印刷及び発送等に資する経費

･政党宗旨と組の事掛 野の設叢及び維持にE姪する経費 (人件費を含む)

(4)漢学活動繕費

･選挙逆軌及び選挙字,石動に変する経費

･衆議院 ･参議院選挙などでaj各種托i体への支援依頼宮壬キ動､選挙ビラ作成等に資す

る経費

(ラ)稔揺会活動経費

･後援会晴動に姿する経柴

･後援会U)広紬紙､♭パンフレット､ビラ等の印刷及び発送等に変する経費

･後援会事掛 野の設置及び維持にrrlする宗か婆蟹 (人件ji蟹を含む)

は)私的経費

･香典､革ま金,寸志等の冠婚葬祭やF,王者等会の出席に変する雑費

･病/iilua舞い､伐別､中元 ･歳暮､電報､牛窒r三1糾 )購入 ･印刷等o)儀礼的に空する

1号If;'!1･

･絶家総代会､紬恩r溝,然参り等のJ/言ミ教括勤に斐する経緯

･観光､レクリエ-ション､私的な旅ff等に変する総室蟹

･税睦会文は飲食を目的とした会合､ レクリエーション大会等の開催及び参加に資

する経費

･議£主が他の団体の役職を兼ねていて､その紺体のft壬王事会､手法去き会及び総会等への

料席に蜜する総Fi蟹

(郎 その他適当でない経費

･挨拶､会食やテ--プカ ットだけのiij.席に斐する経費

(JA ､ i:地改良区､森林剃合の総会及びifj,初め式等の挨拶だけU)出席)

(町内会､老人クラブ､婦人会uj新年会等の会食だけのEiu席)
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(起 し式､竣 j二Jこ'il弓へU川 1席)

･事務所川uJL_鵜 ･建物Uj取手Hl-な ど 資産形成につながるもU)や Erl戯Ⅰ如j偶人及び維

持暖が書きに変する雑費

･社会通念 を∴ ;/i ､∫川二を超えた縦隊や公職選挙法等の法令の矧弓1､まに抵触する蘇㌢妻蟹

(公職選挙法第 199条の2 ｢公職の候掛者等Uj寄1､1禁ih 等)

I,粥密研究frrl動にdf.‡姦必一江としない胤 Ejl】-〟)購入等に要する総要望

(冷蔵棟､笑的l払,衣服At等)

｢県政紬if,一会一㌢と称しながら､飲食のみに終始した会合の経書哲

＼会守として支出するのに適さない例

･t､幻体U)i,石動総体が政務調査拭,動に寄llAしない場合､その[､汁体に対して納める年会

照､f才会費

･個人U)＼JlI域で加入している[fj体などに対する会費等

例 町内会費､公拭餌窒凱 壮年会'itE､PTA会費､婦人会費､スポ-ツクラブ会婆凱

商 了二会費､同窓会幾､老人クラブ会費､ライオンズクラブ ･ローJj リ-クラブ

会雀を等で議よき個人に本来帰,tT#lする経費

･政党 (脱退)本来U)紡数にともなう党大会､党費､賛助金等

･議会内U)矧睦I､討体 (議員野球臥 ゴルフクラブ)の会費

･他の議員の後援会や祝宴El;会に(1iu.守,する会費

･宗教[封体の会費

A'f迂婚葬祭U)雑費

例:結婚式の会費､杏敗 衿絹iT会U)会費､祭りぴ)経費

･税睦または飲食をE川勺とする 会合u)会費

･意見交換を伴わない会IiU)参加鰭



イ 使途基準の考え方

Fl 的 ･内 容

会派が/flうLr.i･C/j拳

梢及 び 地 方亨川 音政に

関す る F滞 在研 究 17f7:び

に胡 恕 委 託 に 祭する

(,弼森委託要蟹､交通

LFT､Jlfi貢的 銀 等)

i ぎ

∃

な くを好日解に終分できることが必変である

実資充､王'i 掛紋?.-の写し又は支払.証明 .書き

*鉄道利J附)場合､県内旅行､県内凍 京描W)旅

行及び県内を起点とする汁道1(日)km未満uj

旅行は､特別軌ll柑I金 (グリー-ン料金)杏.]:i

f二できない

≡夕クシ-- 実鱒充てー'[ 静 収讃-:i,)写しを添付【

航空機 ､紛糾 尖 籍充当 旅行会杜の徴収方ci)写 し:丈は支払iilE

壬J)摺 ､搭乗が確認できる搭乗削 )写し書

∃*矧Aj線のス--パー-シー-卜料金は計ヒできない

妻高舶 糾 う>紅絹 料金 i実改発＼=''r 鰍 枚il;-=又は利用明細il~!,Iの写しを繰付

E'ー家用Ej~亡≡ 燃料代棚当として､政務調蜜rlfi軌に燈 した 走行

実費充 当 誕生収 El,i-a)Jさしを添付

20.(日日)門を L隈とする

定額 二号. ()(Hj円 恕収差酌 ま不 蟹

内訳 (朝 1O t日日'J･夜2, 0O OrTJ)
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日≡≡≡き r】湘 査委託洋≡(事務所_Liを､)､＼件ii≡ 契約斧､活動,Jipと鎚',yl等､.成果がlなどによ り確認と_たぎ書芸は与j食機挺卜 会派内 の研究会等ヘ孤鴻齢を託plFt※会派から滋馴 iIj＼が,濁度1Jjf究委託を受け､事 緯喜恒 使用 した域糾蛸 桝 臥 単 相 を鮒 したi埠Lt人件照を計 卜できる〇 会派へUj細!rE-.--は調査研究鮎 なる ∈

会派が行 う研繕会､喜交通雀.iき】 湖 如釈究宅蟹の交通Fi哲と[:r'-lじ

窒蟹 講演 会 等 へ の所 残 液 会衆､参~加祭等 鰍 扱きの写 しを添付 E

貝及び会派の鹿川 する職 E:iuj参加 に 賛 する縦宴を 研鰭会炎料等を保管する*桝怯会に付随 して又は連続 して懇親会がある機笹 は､会 針 参 加 那 )内 訳で懇 親 会の 蔑掛 物 か 】

等) て充､L'((Tる

住民 の 資守蔓.意見 等会 を牡 牧 す る′等 .政務譲 調 .窪のた め に 会派 及輩哲 び 会派 か ら委託された 議 員が 開催 す る各 】講師謝金機材借 り 卜.げ鋒溌料印刷費 活動記録禁による実績報11手を行 うことで､凋庶研究活動であることを確認するi:.を稲套館 (調査研究子吉 領取 s.:のr-Ff-Lを添付

種会議に資する練宅蟹 軌 と して開催す る駒 公磯選=拳法C,)制限に紙触 しないこと及び社会通
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H tl',)･内 容 . 姓 途 例 小 ∃ 使途)左7号tuj考えカ

金剛 )舶 研卿 F,∋糊料製 本 ▲P吏

･37:'三言芸IkfJjL≡芸芸 笹 作 成 館

≡≡ 芸も- - 妻

類 ≧ 会 派 crj調 森研究結け芋緒鵜入 代

軌 に必 変な 担盲洋･炎g新聞等f韓音読料

料 等 の購 入に 蟹す る

総賓を
(書籍購 入代 ､新聞

･雑誌購読料等)

定Jt劉†二相f物購読料

その他讃料を構入費

･､'∴ lt H ＼∴

ビ デ オ テ一一 プ 等 )

領 収 一号Mj/声JJLを添付

触 収 ,lぎ〔/)/Fi:Lを添付

肖 料 の 内 容及びを購入数抜uj妥Jゝ'[性を確認する

会 派 の議会活動 及 liご稚紙 等 の日 脚 川℃ 憎i収 F糾 )写 しを.添 付

∴ び 県政 に関す る施 策 送料 後 援 会 と ,lJこいL7で 作成 の場 合 は ､ 維 賓.筆 を按 分 し て

報ri受 等 o:)広 報括軌に牽する 維 館 (広 報誌等 印刷 肇を､送料等) ホ--ム ぺ ---ジ 作 成 碧等 F /T'B舶 頚管を充 当 する≡圭

事顔館 会派の嗣食研究活 燐 ≡ 僻人望箸 E鍬 一文9㌢Cj:)写 しを添付 (使用演態に応 じて按分)

軌に伴 う事務処lll!_に必柴な雑書を(事務机Ll1,.備ぶー桝入費､通イ諾費等) rLit'7 fi床形成につながるl残額なもC/7は不 f汀 】

リー-ス 契約,1ぎ等cT/ち-:Lを添付 (使用実態に応 じて按分)

過 ∈剖;送料 肘 杖郡 .1号:.の写 しを添付 (使用実態 に応 じて按分)

伝-積読料

IIt.プ[川 イダー料 E

消 購入賓を ∃徴収 苔-C,yj写 しを添付
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日 的 ･内 ′存

会派 uJ調 在研究7.F,

軌 を補助 す る 符を雇

用するためU〕経費

保際糾､琵念等)

使 途 桝 ,I(

政席湘森に従事する利行に応 じて按分する

≡
確にし､蚊杓調査書̀脅により支iii,する人件隻手その触はき

そC/)割合以内とする

*議員の親族を政務詞密着ii動U〕補助職員として11才ぎ

川し､政務.詞夜宴哲を充､5'lすることは､(,",L呈解を孝11号き

-9-



ウ 使途基準の運用指針

け)交通費.宿泊費,ガソリン代等

【交通婆凱 宿泊攻､ガソリン代等の支出について】

発的活動であり､所要無類を議員自身が把握できるもUjであることから､資産

井GOJ原M と'∴

ai 粥夜研究活軌は､議員0)自発的意思に基づいて行うものであり､いわば旅行者

t'才身が旅費の支給権 軒であることから､ 一定uj農準に技づ<支給を行うのではな

く､現に要した費用を充当する､所謂､r実費jによる｡

b ガソリン経について

自家用車を使]宇目ノた際のガソリン代は,交通費が実費支出が原則であるものの､

良基用車を使川した際の交通幾は､その算itHカ咽 難なこと等から､特例として､

Ikm当たり37円を ｢走行抑離jに乗じて得た額を支川することとする｡

なお､走行距離は議員の秦灘による)

また､この支川は､政1,35E弼食費の支払;肘ljは により議妄7tが掛 りjする｡

e 交通費.宿泊費について

交通窒蟹､7l'7芋泊費等の内容や蝕は､社会通念 L許容される純囲cj)ものである必資

があるc

d 自記所有の由敷革を.激務調萱活動に使用する場合の自動車の車検代.保険料.

修理代の取扱いについて

湘密研究書完動に自動車を使用する桁の要約Jは,交通窒哲として脱扱 うこととなるo

従って､政務調在韓で支出できるU)は､か ノリン代及び有料退廷呉漸 LL料､駆軒-

料等の実費cl)みであり､その他の維持管理に要する費用者こ支出することは擾当で

ない｡

(i)会費等の支出の考え方

【会rii～等の支tlHIについて〕

議員が選挙区等において､各種ilij体等からの柴三郎こよって参加する会合や集会

に負担する会費等については､そU)Hi席する会合 や集会の目的が､｢政摂調度｣

として適当か否か､その分合や潜まの慶鵬 を

こととなるO



a 凧 HJl, ~会Li-2′キ_;U)支出は多様性があり､榊別長と体恥な支HJJにあたっては､判

断が難 しい草)Uノがあるが､ 県政にi張け 生型竣Ji二LeUj資望 二義兇登患墜壁二猛 を｣

政携t弼査Ujために議さきが=席する'6柿会議等に蟹する糸か軌 をいうもC))である｡

b 従って,議を冬として参]jiけ る会議や会合であって手)､その内馨が､歌会を童自

助とするもの.懇親が目的であるもの等.外形的に､或いは祉会場急 き二､ ㌧般県

とくの'.'FILf;.瑞仁､政錆網 だ亡の目的を有する会議や会合ではないと認識されるもJ〕は､

政務調査費の支出対象とはならない｡

C 例えば､ノ)i/二ノE:_音量!i代の絹窓会に議を'tが糾席した場合､そU〕席 Lで､友人や参加賞

と脱政に関する訪越でイブ遺志な意見交換がなさ才したとしても､その同窓会U)参加費

Juは､ A般約にはセ レモニー-の後の懇彩W〕ための飲食代というu)が相場と思71料さ

れるので､政務調夜祭U)文はt対象にはな りfEl'一ない｡

d また､議員が 主ミ件する会議や会(‡でU)茶 鮭 u)提供は支川吋龍であるが､アルコ--

ル ･食事代等の支出は適 当ではない｡

e なお､政務調誰と舘か ら支iLSで きない会議や会合の費用0)異体例としては､次の

ような例が考えられる｡

① 政党活動洋館へu)支川

党大会へU)出府;費用､政党活動 .県連 (政党等)活動E/i吾川卜 '託大会至賛助金

党大会参加費川､会派の役員雑費 等

② 後援会もキ動雑費への支.lH

後援会描動へぴ)ILO)Fii費用､他議員の後援会や祝電lj;会へのlH川乍会館 等

等 私的ぎEキ動雑費へU)支出

J,;ミ教招致経費 (頼家総代会､幸削忍講､'rt:7,'参 り､等)､

衿己雀等会 ･祭 り等の参加雑費､総睦会 ･レクリェ-ション等鮮碧蟹､

[コークリ-クラブ ･ラ1オンズクラブ ･趣味の会等経費､

議会内の掛接紺体 (野球部､ゴルフクラブ等)の会'錐

完重婚葬祭へU川=耗焚川 (葬儀､祝官等会､結締式､祭り､等)

産FP槻別費等 (見舞金､杏興､機別､中元､歳韓､'電報､年書冒状､等) 等

④ 挨拶､会食やテ-プカットだけC/jii',締費用Jj支iH.

Jlヽ ･漁協 ･I二地改良区 ･森林和才令等U)総会における挨拶だけUjHL,席軌 W

町内会 ･老人クラブ .21---年は ･判ニ年会 ･*fリ､会等の会食だけのlHi席費用

県有施設 ･児道等の起 r_式や竣 1二式Ujui蛸,費用

⑤ 飲食を F.目的とする懇親会や会合の出席'gluuの 立山

⑥ 議員が他のL､fl体の役職を兼ねている域伽 こおける､そのは体0)fl空事会 ･役妄'i

会 ･総会u)liJ.席費用の支Hji

∩1ト



(ウ)持*Lこよる支出の考え方

【事務所資 ､人件費､事務館 の支出について】

使途項uu)うらtr̂揮軌 ､聯 及び √夢鰍 は､洞 夜朋究活動U)

退色 ､そU)他C'j各種fi帽 ]に愛した時間を含めた総時間に対するl鞘査研究官..柑ji=I

選馳 整数を選立上｣遡豊艶生温塑造盤上産経窒萱盈L当選史

塾皇庭番調査費か ら支出することとするCただ し､規則2分の lを上限とする｡

a 按分0)方法J)考え方は､次U)考え方を参 考とする｡

(a)̂ 伴a

':i:' 事鍬 JTr職員を他の活動にも従事させている場合

調査研究活動に従事する平均時問､日数等によ り按分するC

② 榊斜が｢究活動に専従している場合全額を政持調査要撃から文よりできるo

〔按分の例〕

･勤務実紙表に遜づ く按分

政紡調斜 二関する勤務実績表を作成 して､政務調怨'轢U)充､当比率を求めるO

･業綬尖端 (推計)に疑づ く按分

〔式〕 調斑研究業務 (A㌔)

.弼館研究業務 (A%)十それ以外のテ六軌 (B%)

(如夢冴曹 (通信費)

政朽網食費に係る通話那祁…3(概数)､使用頻度で按分するO

なお､ドAXの使用状況のように ､ 一般通話.携ポ㌢電話の使)亨3明細を発/(JAして

や)らい､相手''t番埠によ り振 り分け､按分する方法も考え られる,

･使用尖紙の割合 (推計)に妓づ く按分

(C)夢粛曹 (胤 弘･消耗品等)

･使用実績の割合 (推計)に基づ く按分

〔式〕 調 査研究末席 (A%17

前夜研究業務 (A%)十それ以外0)音,完動 (B%)
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刷 夢脚 (光熱水鎌を汁臼)

7去'‡JJ.渦&麦託韓に係る使途妓準U).与え 11-に該当する を)Ujで#Jる｡

議ををが事務所を設置している場合は､会派U〕鮮lF音場 任づ引こ ｢事務けt.没挺状才を己総

てt.1斧｣を提出 し､所fI区分､兼王事】U)イj無及び軸桟等をty3確にするO

事掛 軒が複数Lij機能を兼ねる場で‡U)按分率算出 び)技準例を次Ljjとお りとするO

① 綾川尖績 (捕動糾問等)による按分

琵供料､光熱水宴蟹等は.邦銀研究派軌実績により按分する,

政務湖査活動そ才UIl外ujブlキ勤

② 任用徽域 (ffH'積)による按分

事務所が複数U)機能を兼ねる場合､吋能な限り外形的な分離 ･区分を示せる

区切 りなどを.設ける等､分離赦 :i.させることが望ましいO

分離区分ができる場合は,政務,弼奈描軌に使用する部分とそれ以外の使用部

分の使用簿i域 (伽積)で按分する｡

使途項目のうら､｢人件費｣､｢事務凱 及び ｢事務所軌 は.弼夜研究活動以外

の活動にも使jfjされるりJ能性があり､その性宴'iL､調査研究統動に要 した部分と

それ以外び)縞動に要した部分を明確に終分することが桝凍であると考えられるが､

政務調夜'館は､嗣杏研究活動に要した総数しか支臼L,できないことか ら､按分によ

り､調森研究 活軌に愛した雑費部分を算定 して支出することとしているものであるO
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b 持分幸の見出 し方について

.防 ,L: _̀.:∴ 弓/:(∴ :.:､㌻二㌢::

面倒でも､按分率を維日毎に 一定の数値で予め決めるというわけにはいかない｡

(a)̂ 伴aJ

･ 給料 - 例 ;従事時間､従事 日数

(b)夢aaj

･ 通信費 - 例 ,通話時間数､使用頻度

･ 備品･消耗品等 一 例 ;使用頻度

(C)夢脚 J

･ 賃借料 一 例 ;使用面積

･ 光熱水韓 - 例 ;使用頻度､時間､使用癖積

紘)領収書等の添付及び使途等の記載

a 収支袖祭器に添えて授料する徴収讃その他の証拠讃糠(以下 二盤墨窯等.jとTviiJ

の写 しは､領収 #等Uj添付様式に添付 し∴ 匁Lj)事項 を記載するC

(a)GGRU'jQgぎ

記載例 ･Cj⊂)調蕊に係る鉄道賃､宿泊料

･(⊃C)研修会参加料 等

(a)膚軌 かg倉と題ガのj野合A=者 プ<脚

(｢事務所費｣､｢事務費｣及び ｢人件費｣等)

(C)脱 ぎの脚

(迭金走去生息払頚以外で､鮮碧細卜欄に吸整数変数空透雲上去遡金蔓⊥凝塊登
等の額面金額では政務調食餌の支出が判明 しない場合)

個々Ljj支,lH,が使途基準に潔さつた も0〕であるか､また､政務詞庶幾がいくら支出

されたかを明確にするために､徴収 【巧等に必安な事項を記範することとするC

なお,収 支紙if,'･r削こ記祇されている内容に間違 い等がないかを確認するために

も､臥 し(ぎ等には､ これ らの一言tl我が必ず必要なので拝意する｡
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4会計処理

(1)詞ZE研究(=要 した経費の支出方法

ア 会派からの支出

調密研究に於する縫Li皆についてはt会派が赦接支払うことが]ii川Uである｡

イ 議員又はグルーフからの支出

議至を文はゲ ル一一一ブが支11け る場合は次のいずれかU〕jj法による｡

(7) 前払いによる場合

議員又はグルー-フが行 う湘食研究に斐する雑'3蟹に7'eてるため､会派が f,め政抹

調食柴をflfI払いする 〕

(∫)楕馴 こよる唱合

議宝を又はグルー7rが会派に調密研究に悲した経輿を報う1tL､会派か ら病変紬の

支払いを受ける｡

(2)政捧調王手の経理方法

ア 会議の政務調査費経理責任者が行 う事務

会派 全体に係る会計帳簿を謝製 し､その内訳を明確にするとともに､証拠 l当類を

5年間紫‡l控保管 しなければな ら7:Lいo

Lたがって､会派が解 散等によ り消滅 した場合にあっても､保存を義務ィ､lけちれ

ている経fi担ぎ責任 好が､燐ミ存期間が経過するまで証拠 苦常套等を朕存するもU)とする,

イ 議員又はグループが行 う事務

会派が計 痢 した調森研究事業の -部を分糾 した議長き又はグルーL:)は､ 瀬改号に愛

した経婆蟹に係る会紳披く箔を調製するとともに証拠 告類び){整Jlききを行い,会派が指示す

るHまでに､縦搾責任糾 こ会計帳簿 と証拠 .壬を叛 (湘 森記録簿を含む｡) を提出する｡

･ 捉=する証拠 L壬を常享は､徴収 苦､Ll廃艦棒方､契約 ,壬…:.研修会等U)資料､謝夜記録簿､

支払甜7jj斧等とする｡

･ 徴収 割 ま､原則､全てU)支出について徴することとするO

ただ し､鉄道賃､バス諾､航空運賃等叙収 .賢を徴する事ができない場合には､ 支

払証明斉を提出するL,

り 会計蟻薄の調穀

会派及び議員文はゲル-プは､使途の項日ごとに会計帳簿を調製することとし､

参考様式は別紙のとお りとする｡
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(3)凍結調書費の遁i芸

交付を受けた政緯湘斑省筆Uj総鰍より紋途鵜準に従って73~った支料の総Iiffiが 卜f叶っ

た場合には､政横綱髭蕃賢に 〃残余｣が′i:じたことになり､その嶺を5返還することに

なる 【

なお､収支粕/2,1割 こ京l鵜された内'/ffから､使途銭準に従っていないt判断さ才iる

支出についても ｢残余｣と見なさ才iるため､毛ji意すること｡

5調査研究活動の報告

議皇i丈はグルー-:)は､分解iして実施 した謝奈研究事業について,渦査研究活動袖言i,一名壬…

を作成し､会派に提LiH,するぐ

会派は､全体U)調査研究活軌について.詞奈研究活動袖浅沼をを取 りまとめ､祭fllき媒

管する｡

6収支報告

(1)収支報告書等の提出及び閲覧

ア 収支報告書等の提出

別 収支報告書の提出時期

a会派の代表者はその年渡にお,ける収支紬;∫.-･算を,そU)年度cf)末tJU),5-3.日から

,Lu算して 二日目i以内 (4)33(=｣まで)に議長に揺iflELなければならないc

b会派が解散したときは､そJ〕代表であった者は､その日の属するilまでの収

支純音書テ吾を､そのu u)′吉日-から起算 して 二日目1以内に議長に揺ZliiLなければ

ならない｡

げ)収支報告書に添えて提出する証拠書類等

盈徴収告(添付様式に貼付したもの)(写し)

b支払吉事仁明苦 (写し)

C調査研究官LT/数字は'r呈招き(‡-:なもの)

イ 収支緒善書等の醍覧

(T)閲覧制度

会派から提出された収支槻it.-.[賢は､提川,期限の't'3]_Hから起算して 3()tlを祥過

するuO),,'A/,･リー(5月31什)から､LP<民及び族を内に事鍬 ,Tr丈は事業所を有する偶

人及び法人の閲覧に供するpv

(∫)非開示情報の取LJ扱い

会派から提出された苦難亘は､栃木県議会情報公開条例第7条の非開示偶袖を除き､

全て院ほ主に供する｡
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7調 査

(1)議長の調重

議長は､政拭Fi)古3査費uj通 日三な逆用を陳jるため､収支細;i,-甥 が綻.日は れた後､必蟹に

応 じて会派が察上)i7,保管 している証拠P,寒さ等ci)調発を行 うC

ア 収支緒言fiF書きと会計帳簿､,討三拠r壬き三毛,7iとuj照合

イ 政務FJij,Wと焚U)支山内解と使途濃 準とu)肝籍 等

(2)議会事結局による確認

綻出さ才lた,lき枚について､原則として.馴日日二の確認を行 う｡

･提I'Hすべきtfを繋!にも才～がないか確,沼

･提出Z当機きu)事=記載内容ついて,諾量りがないか確認

･按分比率の確認 等

(3)政務調壬守マニュアルの運用においての寧毒等

会派は政務調査嘗賛マニュアルの運用等について､疑義が′1二じたとき､あるいは､

鬼鍵 しの必変性が′1:じた場で)には､各会派の経堆責任:者による ｢政務誇称発奮を楼上≡寺憤

任者連絡会議｣を開催 して協議を行 う｡
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8政務調査費手続きの流れ
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政 務 調 査 費 交 付 手 続 き 等 フ ロ ー

会 派

⊂1 調奈研究計iii柑〕作成

LTI 湖盃研究の'k施

0 .誕J溌事項の一議至を丈はグルー-

_～ lJl:

⊂1 終婆蟹の 支出

〔二〕 会計機主構の湘灘

(〕 証拠lZ…:短iUj̀喜郎 だ保管

ll) F網森研究 夢唄

･_ ･1日

(LTj 政 務.綿食 費 の

前渡 し

(卦 所 磐J# 幾 支払

い (精算)

④ 支出状況軸fii
(前渡 金の精
算)
(会Zぎ1帳 簿 ･

riJll拠,羊を驚き指ufJ.)

⑤ .磯在研究官r石動
･:-1こ∴-
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議員又はグループ

(〕 会派か √)を付された調発研

究の実施

○ 研修 会.講演会等への参加

コ 鮮碧守U)支出

⊂〕 会計艇締 U)調製

(二〕 証拠 苦寒iのiiき坪

二) 調査研究書,キ動紬'2,i-告の作成



政 務 調 査 費 交 付 手 続 き 等 フ ロ ー

(リ 会派結成1弓壬;

(会派解散JtfE)

(2:)交付対象会派 ･議長亘の通知

(会派策動jH毒し)通知j

(会派解 散,31㍍の通知)

('13,l校務F洞密室蟹交t､l決定通知

簿 政務測 鉛資交ィ､J請戎 (UL沖 期 ごと)

(言ノ政務一駄変空費交付 (LJLH!--期ごと)

⑥ 収 支紬HA-

C8:.調森(必変fpI,t､じ)

･1'7T) 収 支沌-1̀i斧U)写 し送付

'lgj残余金返還命令

r/痔 残余金3返還

収 支 根 号ill t賢 の 閲 学友

(提糾期限の翌日から起算して

3()Hを縦過す る 日の翌Hか ら )

-2O-



磨 料
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関 係 法 令 等

1｡ 地 方 自治法 (第 100粂第 13項 ･第 14項) -一一一一一一･一一一三∠i

2.栃木県政務調査費の交付に関する条例 -m--m-2.5

3.栃木県政務調査費の交付に関する条例施行規程 一2(i

4.栃木県議会情報公開糾叶第7条 L､･
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地方 自治法 (抄)第 100条第 13項 ･第 14項

第 100条

Hう 浄適地]1公肘､51体は ､条例U)定めるところにより､そU)議会U)議 をic),捌fT_研究に

讃するため必柴な総 室賢cj) 緋として､そ U)議会における会派 丈は議 rT,もに対 し,校務渦

在韓を交付することがで きる｡こUj場分において､ ＼当該政務湘在宅1～o)交付 の対象､額

及 び交[･Wj方法は､ 束例で定めなけわはな)I)ない､

1∠l 前項ur)政務,渦夜宴蟹L,Jj交イ｣をL受けた会派又は議員は､条例レ)定めるところにより､

､当該政務F凋ノ葎'韓に係 る収 入及び 支lL糾〕紬'tli.宝をを議良に提 糾するもuT)とする｡

24-



栃木県政務調査祭の交付 に関する条例

r､t'成≡

し栃 木 ー川 二川 (I;3_〕リ.i-魚 例 第 l

(趣旨)

崇 l条 ニUp)条例は､地jjiJはT法 (野川J221ト法律第67をを)策 1(Hj集貨'ilこうj一息'ミ及び謀,/

i4項tjj規定に)去づ き､政務壬l繊在室替uj交I､jにt対し必 要な 事項を定めるもUjとするC

(政務,渦査宮等･の交付)

第 2条 政務,諜き夜宴哲は､栃木県議会における会派 (所F.･或議 妄冬が 1人であるものを拝むb以

ド Y会派 J といJ)｡)に束,iL､交1､jするO

(校務詩聖】在籍U)交付の嶺等)

第 3条 会派に交付する政務網夜宴哲のJj嶺は､ :うOJj門に当該会派の所I.Ei.議 芸を0)数を乗 じ

て得た額とする0

2 前項の所属議をiの数は､ Hc/7ji-)jHにおける会派の所胤 議員数によるO

3 月の初 日以外の Hにおいて､.一速さきの任期満 j'､辞職､/)ミIは､除名手‡しくはタヒ亡一議員

U)締I潟する会派か らの脱会才‡しくは除名 丈は議会の解散があ った城合におけるこれ らU)

事由がノヒじた HU)鵜するパU)政務r苅査婆哲の交付にV)いては､これ らの拳【わがノl:_じなか ,

たもU)とみなすG ･U)会派が他uj会派 と合併 し､又は会派が解 散した域合音)､同様 とす

る｡

-4 会派uj所繕議 Ei数0)計箆に〉)いては､同 一議員にY)きrff擬 してfjうことがで きない

(会派の EflllFu)

第 4条 政務調夜宴蟹の交付を受けようとする会派は､代≠芸者及び政務.粥査Je蟹縦裡El主任符を

定め､そln代表者は､次に掲げる事項を記載した会派結成砧を議長に提出 しな ければな

-･̀∴ .

川 会派のr;終

(2) 代 表 者の氏名

(41 所f乳.義貰数

(6) 前終引 こ掲げるもののほか ､ 議長が必 要と認める事項

2 会派U)代 表糾 ま,前項の規定 によ りIf壬妄り出た事項に光動があった ときは､会派が解 散

した場合を除 き､その年F亨u及び 粍軌に採る事項 を記赦 した会派兇動 Jtliを議長に桜,ill.し

なければな らない｡

3 会派が新教 したときは､その代 去薪であった 者は､その'lF-JjHをE言d接 した会派解 散茄i毒

を議長に提出 しなければな らないC

-25-



(会派Jji由Elすり

第 5衆 議主なは､ 前条第 1Jf夏U)規 定によるl'ミ派宗tlii]m≠llUJ提IHJiがあー)た会派にーJいて､毎言ト

･冬j]1日男達ftにおける‡rJ川ミ終符に掲げる拳｣ど亘を7Jl】拳に通知盲しなければな /I,ない)

2 ,i削 犬は､前条諾11;lJ如 )会派結成ノ【j弓 E-【】条節2境の会派失効届又はiifj条第 3Iirf:uj会派解

散)l】7fU)授日があった ときは､速やかに､そU)内容を細事に通知 しなければな らないo

(政務l渦在韓レク交付U川モ定 等)

第 6条 'fiト容は､(7tI条 各項の規定による通細があー)た ときは､速やかに､政務調査館の交

付lJj決起又はその変i更の決定をし､まき旅し･)代糸冴 (会派が解散 した ときは､その代表右

であった 存)に通知 しなければな らない｡

(政務F詣J夜宴蟹U〕交付のjJ-法等)

第 7条 会派U)代太削 √ま､ 前条の規定 によるi由知があー)た ときは､il蓑E)LドP--nの巌初C/jJlの

20Hまでに当該E)Lf､ド職にFrfJするり分CJj政務湘 夜宴ii･を請求するもの とするoただ し､

のUtl､手'-･邦の途中Tにおいて会派を縦成 した場合には､その Hの腐する))のや望月 (その 日が

Jすの初 日の場合はその)I)以降の月分の政務湘査幾を速やかに請求するもC/)とす る }

2 前項の規<Jをにかかわ らず ､ -のEJr･‡半期の途中において誠 をiuj任期が溝rする機 fiには､

その Hc,)偶するFJまでの)言分Uj政務湘教官哲を講演するもの とするウ ニの場合 にお いて､

当該lJLi半脚における残 りの 1卜分の政頗調 在'Ffについては､その ruT)1,Lf,する)‡の′il'ljjにお

いて速やかに詣戎するもojとするC

3 知事は､前2項の規鮭による.箔求があ-,たときは､速やかに､政務f斜夜宴蟹を交付す る

も0)とする｡

4 '131番は､ U)FJliや･期の途中において会派Crj所属議員数に兇動があった ときは､当該会

派に既 に交(､jした政務調査費にyJいては､その 日の属する月の翌月 (その 日がjlの初 日

の場合はそのJI)以降の17分の政務鋼在'緒か ら調碧さするものとする.

さ) ･の捌半周】の途中において会派が解散した ときは､その代表 符であった 符は､そU)fl

の偶するtiu<)翌jJ(その 日が)葺の糾 EiU)域令はそのJf)以降のJi分の政務,凋夜宴ii･を速や

かに返還 しなければな らない｡

(政務.弼夜宴をU)使途)

第 8条 会派は､政務調査費を議長が別に定める遊子畔に従い使用 しなければな らないC

(収支稚;1(.まきの綻.ih等)

第 9条 会派U)代炎者は､その勺二度における次に掲げる事項 を記範した収入及び支lHL,の報

や;Hiを(以 ド 収 支報う1,～-告｣という｡) に当該収支字は黙 L手掌に記載 さかた政務調査'資による

文IHiに係る徴収一壬をその他の証拠 iiを額のllj:し (以 Fr証拠洋類の写 し｣という｡)を添え

て､そ0)年 度U)末EiU)翌日か ら起算 して ;日)11以内に､これを議長に手淫.出しな けれ ばな

らな い｡
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i= 会派 rl

f21 交 日 を受けた叔招"周査狩uy)総糠

(311 政 務調 夜宴蟹によ る 支IEih'j総 額 及 びそ U)内訳

(-H fjL-;ii‡に阜毎日 る もujの はか ､ 誠 広が必 柴 と認 め る 事IiI享
2 会派が解 ftihjf した と きは､ そt,j代太 古で あ ー)た 告は ､そのHu-)属す る H までU)収支利達ilJI

,書きに証拠告5'享U〕')j:-Lを添 え て ､そ ujuの /,]･;lHか ら起 算 して こう()芳j以 内 に､ こか を 議 長に

碓けル な けれ ばな らな い〔

こう 議 長 は､前2項 の 規定 によ る収支純然 告の松1LiJはミあ ､'た と きは ､そU)'rjこしを知 事に送

t､lLなけれ ばな らな いO

(議長の 調査 )

によ る収 支鰍黙 El…のf/iiHiiが あ ∨)た と きは ,必 柴にT応じ.粥査 をfJ-うもげ)とす る｡

(政 務渦 森Y,錐U)返還 )

第 11条 'j]1射 ま､ 会派 が そ の勺度 にお いて交 付 を受 けた 政 務凋夜 宴哲の総 鶴 か ら､当該 会

派 が そ の 年 度 にお いて した 政務 r苅在籍 によ る 支出 の総 額 を控 除 して 残余 が ある と きは､

､uhi核L残 余 の額 に相 ､''7す る額 の 政 務E諜i庶事蟹の返還 を 命ず る こ とが で きるo

(収 支 紬与土日芽等 の保 存及 び 鰍 給)

第 12条 箭 リ条謀享ijL'主文は第2項 のP,Li定 によ り捉IFugれ た 収 支純然-L壬'{及 び詩5-拠讃一客!の写

しは､ 議 技 にお いて ､ これ を綻lHiす べ き期間 の末日 の翌日か ら起算 して 5年 を経 過す る

Hまで 保 存 しな けれ ばな らな い0

2 次 に掲 げ る 糾 ま､議 長 に対 し､前項 U)規定 によ り保 存 され て い る収 支紬;i,1苔及び"A11J拠

,lぎ粒 の 'FJこしuj閲覧 を請 求 す る ことが で きる,J

H) 県 内 に住 所 を有す る個 人

(2) 1,Blミ内 に 拳掛,j子又は 事 業所 を有す る偶 人及 び法 )､

ニ3 議 迄は ,前l'iriO)規 淀 に よ る請 求が あ ｣た と きは､栃 木県 議 会燐 組公 開 条例 (､拝成 12

年 栃 木県 条例 第 113)第 7条 に規 定 す る非 開示惰 紬 を除 き .悦 覧 に供す る もの とす るo

(委任)

第 13条 この 条例 に淀 め る もの の ほか ､ 政 務湘 良響きの交 付 に閑 し必 要な 事項 は ､ 議 長が

定 め る｡

附 則

この 条例 は､ ､i''成 13年∠ljH Hか L>)施 行 す る｡

附 則 (､ド成 ir4年 条例諜妄こう2特)

この 条例 は､ 公布 ujHか ら施 行 す る｡

附 則 (tr'1成 2()年 条例節 Lq･)

-∵



ニCI'j条例は､ ､f′成 2()咋 /Hl-Hかシー)祐子rTざる一

也L妻二校 Lf)紙 水ll.ミ政務榊 夜宴をレ)二王で､Jに関す る制定は､ こU)条例U)縫fl以後に交りす る政Zr/75

[したi在Ii哲にyJいて適用 し,1'川 前に交!､lした収蹄調 夜'_緒に-ノいては､なお従前 U)桝による′

1:十.



栃 木県政務調 査費の交付 に関す る条例施 行規程

(lli成 l3年栃 木県 議会 ;1t示/aJ11日 E3)

(趣旨)

第 1条 ニU))､騒手tl三は ､栃木リ三ミ政務湘在韓uj,a:'ィ､jに関す る条例 (平3'琶iこうく事二栃 イこ釈 条 例策 l

(会派結 成ffj;'キ)

第 2条 条例箭4条第 ili'l:U〕会派患い3mi'!は､馴l,.己様式第 日 ‡によ る もの とす る.

2 条例約4粂筋 2項の会派発動Jf壬;は､削Bミ己様式貿Li25‡によ る そ)の とす るり

こう 条例第4条第 :う項t/-)会派解散絹は､別.jd様 式讃､i:!埠によ る もの とす る｡

(政務深】夜宴蟹の 詣淡 )

第 3条 条例窟i7条訪うl項又は謀は 項 の規 定 によ る 請 求は､別Fld様式/ifL54埠によ り子Jうも

の とす るo

(政務湘在韓uEj使 途)】ち準)

第 4条 条例第 R条の議 長が別 に定 め る妓準 は､別 表の とお りとす る｡

(収 支袖'fl.A･iiき)

第 5条 条例韻f)発芽日 頃 ,r<は苅2項 の 収 支雑言1.AAI-(以 ド ｢収 支袖与I;-E]ぎ｣とい うcjは､

別記様式第5巧によ る もU)とす る ｡

(収支細言fi暮ききへ の lすぎ†拠 斧驚きの '/1ニしの添 付)

第 6条 条例第 チタ粂策 lrgを及び箭2頃 の規定 によ る.証拠 一着を類の'JfALの沫付 は ､別太に掲げ

る境目 の Ex_分 ごとに､別事.己様式 tH 3-によ り行 うもの とす るO

2 前項 の場合 にお いて ､街収∫当:そ の他 の,id三拠,婆驚きの放 得が 榊灘 な場合にあ 〉)て は ､ 支払

≡】二日JjE等 (別記様式第 7巧Aj を疎 付す る もの とす るJ

(証拠 -fぎ類等の繁壬fij保管)

第 7象 会派の政 務調 夜宴蟹綻坪と'美佳符は､政 務r渦在韓の支zlil.に-I)いて ､会L引蝦蒲を-渦撃空し

そ の 内訳 を明確 にす る と ともに‥批拠 告類 等を婆削IP=保管 し､ こ才/1らの方類 を u'T該 政 務凋

密館の収 支紬てi】･方の松1日ミ郷間の末H u)翌 日か ら起貸 して 5勺 を緩過す る 日まで 探 存 しな

ければな らな いO

(収 支 紬 うま,lEIWj閲覧)

第 8条 条例第 12条節2項 の規定 によ る収 文相ミキぎ (閑項の証拠 .賢察!の写 しを [?む｡以

ドFrlAJじ｡) の閲 覧 は､ 当 該収 支 経てtr斧を揺出すへ き享等j間 の末 日の}t]iHlか ら起 算 して :うO

liを経過す るT3の 翌 Hか らす る ことがで きる｡

2 条例買うL2粂節2項の規/i定による収 支報うt,-･吉の閲覧 を しよ うとす る 糾 ま､収 支柑'ff.A-tl],:

関乾.-F'i求 .1㌢(別記様式節fiを3) を砧夏山 しな け才1ばな IJ)な い0

3 条例 第 12条第 2項 の規定 によ る収支報7㌧.如⊃挺順三は､試 技が指定す る喝 所で ､ 執務

時間 中に しな けれ ばな らな いO

-4 収 支托!ljH賢は､前項 の場所以外 に持 ち目す ことがで きな い｡

.I) 収 支純然 斧は､r率に取 り壊い､破損､汚損 文は加筆等 の行 為 を して はな らな いO
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(う F'iliこう｣Ai'阜U')規定に追放 才一る 符に長＼jして は､そcjjF/gi,紅を中 吉卜させ ､ 丈は槻ぎr:'Lを!-m-_す る こ

こがで きる C

7 Eyf終Ti夏に定 め る もujの ほか ､ 条例現 1二三条第21員の規 定 による収 支純'2.--1まきuY)隈'･】乾 に附

し必 E控な 奉職 は､13歳ととが定 め る｡

附 則

この規程 は ､ ､1え械 j;‡牛 ′呈]liHi]ny)施 行す る｡

附 則

この規宥lH､と､ ､如克1)(川 :1 )看Ifjか ら施子Jす る1,

てい



別表 (範 1条関係 )

会が民が行 う13糾 〕事務及び地方行 財政 に投lす る内炎研究推び に

.こp.ト'日.･:.こLl≡…■. 胡 夜 を託 に焚す る総 室哲

(F網撫委託費､ 交通 費､宿IL'き窒蟹 等 )

会 派 が行 う研 鰭 会､消演 会等 の実施 に必 蟹な鮮資聴びに旭川

体が汁も-.順三す る研修 会 ､講演 会等 への所械議員i及 び会派の鹿川

研 修 費≡ す る 職 若きの参加一に資 す る紹資

(会場_/iiを､機材Itl苧卜げ,狩､論断 射{3-.､会 宰事を､交通 館､何 泊館

等)

会 議 費】I 会派 にお ける各稀会議 に資す る経 費

(会場婆等～t機材借上げ宴蟹､溌料印刷婆費等)

唇 作 成婆哲∃ 会 派が議 会審議 に必 磐な資料 の作成 に 資す る鮮 碧蟹
(印刷 ,製本 代､原 稿料 等)

1 会派が 行 う調 査研究 のた め に必 変な 臥 FiL 賃料等 の購入 に 柴

_授 料 桝 入 室ltす る,# 婆哲

(斧籍購入 代､新書輩5.雑誌購 読料等)

ji; 経 費 会 派が 行 う議会活軌及び 県政 に関す る政策等 の広 報宮古軌 に 資す る鮮碧替

(広報誌 .報うJ..-苦等 印刷 蛋71,､送料 ,交通 '絆等)

ら事 務 :'FE, 会 派が行 う調 査研 究 に係 る事務 の遂f'jA-に必 焚な綴 字.賢

(事 務用品 .備 品購入 資､通信費等)

人 件 銀【 会派が 行 う調 溌研 究 を補助 す る職員 を雇片】す る経 費

(注)( ) 内は､例小 とす るo

:,1



別記様式第 1号 (諸､JJ2射芙】採 )

栃木県議会議良 枝

会 派 cj)名 称

代太身U)氏名

咋 fJ H

郎

会 派 結 成 Jih

栃 木i)rt-政務.調夜宴哲の交I､jに関する条例貨Ti4粂箭1項の拙走により､次の とお りjliYl

け出ますc

l 会派U)名称

2 代表潔の氏名

3枚務潮在籍経ガだ責任者の氏名

4 所1.Eil,議長1t歎

5 会派の結 成の咋tH1

6 所 属議員氏名
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別記様式第 2号 (箭 2条章込j係)

栃 木リ.ミ議 会過良 枝

会 派 の 名 称

代 表 者 の氏名

咋 Fi ti

糊

会 派 粍 軌 IH言

栃 木iFTミ政務,弼在韓U)交(､lに関する条例/第4粂節 2項の規起によ り､次の とお りjffll

け出ますe

l 粗動隼FIH

2 光軌 内 容

綻 分 節妻 旧

会 派 の 名 称

∃代 来者 の 氏 名

政 務 ,粥 査 窒哲経均き宗壬作者の比名

所 属 議 員 数 ≡≡
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別記様式第 3号 (3才i2条粒】係)

栃木県議会議長 様

i】 )享 iI

会 派 の名称

代太郎 )氏名 ㊥

会 派 解 散 )暮li

栃 木県政務凋夜費0)交日に関する条例節 4条第3墳U)規定によ り､次のとお り

届けILtE,ます｡

l 解散した会派の名 称

2 解散 した勺ミJH_I

-34



別記様式第 4号 (/73'号､i条関係)

栃 木県Zqi拳 様

会 派 の ㌢l称

代走ポリ)氏名

咋 11 il

年度政務調 針 萎1着請求斧

栃木県政軌判夜宴哲の交付 に関する条例Ait57条13日 花王(第 2項)の規定によ り､次

のとお り講演 します｡

金 円

ただし､ 年 JJ～ 年 目分 ( if･ 11分)として

ー35-



別記様式第 5号 (請.;,T3祭は 係 )

栃木臥 ､滋会議良 枝

会 派 U)翁 称

代表才をU)LUF壬

11 73 号】

/糾

年綾政務E渦食 費収 支純fri㌻Fiを

栃木県政務,IIL}逮夜資U)交II､jに巨英妻する条例講 5)条論 1塀 (;hyyf2項)の規定 によ り､次

a)とお り擢L'tiLますr

l 収 入

政務調 夜宴蟹 EIj

(i削､III fLH

項 巨.葺 支 汁Jr 額 備 考

調査研究費

研 修 費【

会 議 室蟹 ≦≡書

染料作成宴等

資料購入費

広 報 婆哲

事 務 :I_架, 2l

人 件 費 ii

(手蔓ミ) 備考欄には､ 主:たる支出の内訳を.一己載す ること0

3 残 余

PJ
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別記様式第6号 (53'､),どう条関係 )
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別記様式第 7号 (凝 (主菜 膵i係 )

使 途 IITH 】

∃

萱i ≡ ≡

【≡i ≡ i

≡ iI I
き

≡≡⊇事 ∃ 】∃

【≡i ∃

ii

言喜

上記Ujとお り相違ないことを放けjiLます｡

提出符

※備 考欄には､政務調盃資をあん分 し､又Lt経空費の 一部に 支Hi,した域令の支払総鱒

を記載することO

ミ＼



別記様式第 8号 (/35lS条章廷】係)

瀬)3本Lltミ議会議長 様

栃木リ.I,-政務E.i)Eg針鋒uj,1付に関やる条例買う12条謀tl,2堺U〕規'Jiこにより､次C,I)とおり

～,㌔i求 します｡

iE註】l綻tl 年 ji L‡

住 所≡≧

∃氏 r,≡;

電 話 番 77 i

3(3-



栃木県議会情報公開条例 (抜粋)

(公 文t呈…U)約示お顔)

論 じ発 議氏は ､ 糊,rIF-指溝が あーノた ときには､ぎ3"示請戊 に係 る公 文岩に次U)終 IfチV)いずわか

に該 ､呈'1す る惜 鴇 (以 卜 りぎ一問 示情 報 iという√)が 記鎌 されて いる磯舟を除 き､Jを妄i′iミ論/東方

に対 し､ ､【'l該公 文を哲を網が Lr£けれ はな らな い｡

れている惜袖

偶 人に関す る柄 緒 (事業 を対日何 人の 当該事業に関す る鵬 袖を除 く｡)で あ ∨)て ､特定 L/)

偶人が識別 さ才1､手.,しくは識別 cTか Jltをる もC/)文は特定uj捗り､を識別 する ことはで きないが､

公 書きrf!す る ことによ り､なお ､it1該倒 人の櫛 利利 益を繋す るおそれがある もU)O ただ し､次 に

掲 げる情 報を除 く｡

イ 法令等 の規定 によ り又は慣行 と して公 絹 さか､ 又は公13を弓す る ことが ㌢定 さ才1て いる描紬

[コ 人uj/i二命､健康､′至り六又は肘17'Tr:を似ミ護す るため､公排jする ことが必 紫で あ る と認め られ

る情報i

ハ 当該例 人が公 務 ∈蓬等 (河'束公 務£主法 (昭 和 J▲卜 JF一法律fil;tlt ニトを‡)第 二条第 -頃 に規LiiZ

す るrr壬家 公 務 を_日数立行政法人通と即日去fl'JJ買卜 一年法律/lTirJA二‡チ)135二条第 二項に規定す る

特定独 ＼'TA.行政法 人の役員及び職員 を除 くC)､狐 ､L/A行 政法 人等 (独 ＼'lJ/11二政法 人等の保 有す る

人等をい う｡以 Fh7]じC)の役員 及び職 f]i､地 方公務 ILfi法 り研和 二 卜It年法律第 二lrt′1＼卜

利 親 二条 に規定す る地力 公務丘と.)f':び に地方 紘 fl-_行 政法 人 目地力 毒虫;I_行政法 大法 (平成 †11-

及 び職 員 をい う｡)で ある場合 にお いて ､ 当該情 緒がそ の職務 の遂子Jに係る情 報で ある と

きは､ 当該偶幸枝の う ら､当該公 務員 等の職及び当.損職 務遂行の内'容に係 る;1;岳''分

二 法 人そ U)他のE､対休 日lpl､触 ;I-_行政法 人等 .地 方公 共川体 及 び地 方独 ;lIfI政法 人 を除 くO

以 ド グ法 人等｣ とい う｡)に関す る情 報又は 事業をI.17h';む個 人の ､E'I該 事業 に関す る情 報で あ

ーJて ､次 に掲 げる もの｡ただ し､ )､Uj/た命､健放､′圭ミ続 丈はEu嫁 を保護す るた め､ 公開す

る ことが必 焚で あると認め られ る情 報を除 く｡

イ 公 開す る ことによ り､､1'7該法 人等又はu'7該脚 人の権 利､競争 LUj地位そ の他iI-_u'7な別名左

を/売,:す るおそれがある もの

口 議会の 空論 を受 rjて､公絹 しな い との条件で仕度 に提供 された ものであって ､法 人等又

は僻 人にお ける通例 と して公開 しな い こととされて いる もcijそ の他の 当..亥条件 を1､1す る こ

とが 当該鴨 経の性 質､ ､AF川音の状況等 に照 らしてlifJl川勺で ある と認め られ るもの

桝 仝宙糾 )ぎ石動 に関す る情 袖 丈は議 £互の精勤 に関す る惜 袖であって､公 開す る ことによ り､

会派 の1E石動 丈は議員の活動 に 賢しい支障が/壬三ずる と認め L",れ る もの

とJ ｡議会及 び議 会以外U)県 の機関 境び に相､独 ､_zI-行 政法 人等､他 の地])公 共卜対体及 び地方独

tjI:行 政法人U)内ri汚丈は棚 引 終日こお ける溶議､検 討 又は 協議 に関す る情 報で あ って ､公開す

る ことによ り､率政な意をまの 交根 号イZ.し(は意思決定の中;_L性が 不当に損なわれ るおそれ ､

不当に県民0)間に混乱 をJ壬-じさせるおそれ 又は特 定の 務に不 当に利 益を JJ-･えヂ】:しくは不利

益を及ぼすおそれがある もの

六 議会若 しくは議会以外の坑との機 関 丈はEk壬､狐 tll.行政法 人等､他の地方公典は体譲JL:しくは

地方 独 ､Y.行政法人が行 う事務 丈は 拳紫に綴字す る情 緒であ -)て ､公開す る ことによ り､次 に

掲 げるおそ才1その他 当該 事務 丈は 拳菜のノ性質夏L 当該事務 又は事業の適lj-:な遂行 に 支障 を

及 ぼすおそれが ある もUj
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･r tf,rliた､終 夜.､1首文彩tIり､.試験 丈は削税 U)賦 課 才I,し くは徴 収 に係 る 事務 にE琵jL､ ii二線な車 夫

の把 握 を Eイ＼ほ任にす るお そ れ 又 は違法 妻41しくは 不 当/7註子I--為 を容 馴 こし､ 才1,=しくはそ U)jreBaを

休t嫌 にす るお そ れ

口 契 約 ､ 交渉 丈は '[ト訟 に係 る事蹄 に粒】し､ i村､ 独 ､一II/lJ政 法 人ミ与､地 ノJ'iHli･川体 丈は地 力独

;I-fl絞法 人の糾fJXl'=Lソ)利 益 又は 当事芹と して の地 位 を不一''1にL=3l･'す るお それ

ハ 凋 査研 究 に 係 る 拳揃 に関 し､そ uj/LhL_か ーJ能 率 的 な 遂 fj-･を 不､L'(にEmJlS,★す るお そ れ

二 人 三才を繁Jf∃至に 係 る 事務 に問 し､/lhl-か -j㌢jほ iな 人 事C/)確 保 に 支障 を及 ぼす お そ 才1

ホ 担げl=し くは地 方 公 共 卜j育休 が 薦萎′き,lil'す る企 業､独在行 政 法 人等 丈は地 jj奴 1il-.行 枚 法 人 に係 る

事業 に関 し､そ の 企 業経常LujLに当な 糾 滋 を宵 す るお そ れ

と 公 開す る こ と によ り､犯罪 U')Ir,指)]J､犯 罪 の 捜 査 そ U)他 の公 iiこU)安 全 と秩序cJ)総 杓 に 支障

が Ii:.ず る3-;そ れ が あ る惜細

■･･.∴ _.:
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